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１
、
破
棄
さ
れ
た
協
約
の
復
帰

　
復
帰
し
ま
せ
ん
。
現
状
で
問

　
題
は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

２
、
福
利
厚
生
行
事
補
助
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
額

　
現
状
の
一
人
3
万
円
と
し
ま

　
す
。
各
調
査
結
果
よ
り
他
社

　
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
な
い
。

　
ス
ポ
ー
ツ
施
設
借
用
料
補
助

　
金
は
シ
ス
テ
ム
が
対
象
か
ら

　
外
れ
ま
し
た
が
同
額
の
年
間

　
37
万
円
以
内
と
し
ま
す
。

３
、
休
日
増

　
休
日
増
は
し
ま
せ
ん
（
年
間

　
休
日
数
を
１
１
８
日
と
す
　

　
る
）。

４
、
コ
ロ
ナ
関
連
・
喫
煙
ル
ー

　
　
　
　
　
　
　
ル
の
原
則
化

　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
対
策

　
及
び
喫
煙
に
関
す
る
ル
ー
ル

　
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
周
知

　
徹
底
し
、
指
導
を
強
化
す
る
。

　
就
業
規
則
と
し
て
制
定
は
し

　
な
い
。
ま
た
喫
煙
に
対
し
て

　
の
注
意
事
項
は
総
務
よ
り
案
内

　
を
出
し
ま
す
。

５
、
定
年
退
職
時
の
特
別
加
算

　
現
行
通
り
（
定
年
時
の
基
準
内

　
賃
金
の
一
カ
月
分
を
退
職
金
に

　
加
算
）
と
す
る
。
ま
た
竹
中
で

　
は
確
定
給
付
企
業
年
金
制
度
　

　（
年
金
を
確
定
給
付
す
る
負
担

　
を
企
業
が
負
う
の
で
従
業
員
に

　
と
っ
て
安
心
で
き
る
年
金
制
　

　
度
）
と
し
て
い
ま
す
。

６
、
年
休
の
時
間
単
位
取
得

　
導
入
し
ま
せ
ん
。
大
企
業
で
16

　
％
採
用
は
し
て
い
ま
す
が
、
そ

　
の
利
用
目
的
は
病
欠
で
す
。
竹

　
中
で
は
月
３
日
間
の
範
囲
内
で

　
30
分
単
位
で
取
れ
る
病
欠
制
度

　
が
あ
り
ま
す
。

７
、
嘱
託
社
員
の
病
欠
制
度

　
適
用
し
ま
せ
ん
。
嘱
託
社
員
就

　
業
規
則
は
竹
中
グ
ル
ー
プ
共
通

　
で
す
。
エ
ン
ジ
は
一
般
社
員
に

　
病
欠
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
。

８
、
裁
判
員
休
暇
制
度

　
企
業
に
こ
の
制
度
は
義
務
付
け

　
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
有
給
・
無

　
休
は
各
企
業
に
委
ね
ら
れ
て
い

　
ま
す
。
公
用
休
暇
を
使
い
ノ
ー

　
ワ
ー
ク
・
ノ
ー
ペ
イ
と
い
う
考

　
え
方
に
変
わ
り
は
な
い
。

９
、
甲
種
嘱
託
社
員
の
最
低
賃
金

　
最
低
賃
金
の
協
定
は
し
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
年
金
の
支
給
年
齢
の

　
引
き
上
げ
に
関
し
て
は
充
分
配

　
慮
し
て
再
雇
用
の
賃
金
を
決
定

　
し
ま
す
。

　
10
月
８
日
（
回
答
日
）、
14
日
（
２
次
）
秋
闘
団
交
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
会
社
側
は
企
業
規
模
・
経
営
環
境
な
ど
を

調
査
す
る
と
竹
中
の
労
働
条
件
は
悪
く
な
い
の
で
、
組
合

の
諸
要
求
に
は
回
答
出
来
な
い
と
の
発
言
で
し
た
。

10
月
25
日
（
月
）　
２
pm
〜

　
冬
季
一
時
金
要
求
提
出
団
交

　
秋
闘
３
次
団
交
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